
一般廃棄物処理施設設置許可に関する事務手続きのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置予定者 地方振興局 関係市町村 
関係地域住民 

利 害 関 係 者 

事 前 相 談 
相談 

相談 
対応 

↑事前指導 

↓事前協議手続 

事 業 計 画 書 

提出 
送付・意見聴取 
周知依頼 

広報誌等による 
周知 

意見 

関係機関送付 

審査（関係機関

等 意 見 含 む ） 

通知 

意 見 調 整 に 対

す る 措 置 

対応 

対応 

調整結果報告 
提出 

審 査 

通知 

事 前 協 議 書 

の 事 前 相 談 

相談 

環 境 影 響 

調 査 実 施 

事 前 協 議 書 

提出 写しを送付 

審 査 

審 査 結 果 に 対

す る 報 告 

提出 

通知 

ア セ ス 条 例 等 

の 手 続 関 係 

←方法書に係る手続 

←環境影響評価実施 

←準備書に係る手続 

←評価書に係る手続 

←環境影響評価書を 

添付 

（環境影響調査の

内容の事前 相談

を含む） 

広報誌等による 
周知 

生 活 環 境 部 

（一般廃棄物課） 

写しを送付 

施設概要公告 

施設概要広告 

通知 
周知依頼 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最
終
処
分
場 

焼
却
施
設 

環 境 保 全 に 関

す る 協 定 締 結 

締結 

締結 

協定の
求めが
ある場
合 

通知 

↑事前協議手続 

↓法手続 

生 活 環 境 影 響 

調 査 実 施 

（事前協議手続

で環境影響調査

の一部として実

施させるため省

略） 

許 可 申 請 書 
提出 

（縦覧期間１月間） 

・生活環境の保全上

の見地からの意見 

意見 

意 見 書 
提出 

意見聴取 

第 三 者 

機 関 

意見 

（縦覧期間後２週間以内） 

・生活環境の保全上の見地

からの意見 

意 見 調 整 に 対

す る 措 置 

通知 

対応 

対応 

調 査 結 果 報 告 
提出 

の み 
適 用 

↑ 

↓ 

↑ 

廃棄物処理法施行

令第５条の２で定

める施設のみ適用 

↓ 

通知(許可証) 

通知 

調整が
必要な
場合 

関 係 機 関 連 絡 

調 整 会 議 開 催 

事 前 協 議 終 了 

告 示 

申請書副本送付 申請書副本送付 

縦覧場所提供依頼 

縦 覧 

通知 
周知依頼 

縦 覧 縦       覧※ 
※縦覧場所が 

提供される場合 

通知・周知依頼 

広報誌等による 
周知 

意見とりまとめ 

意見聴取 

通知 

審 査 

第 三 者 

機 関 

通知 

意見 

意見聴取 

報告（審査表、許可証等写） 

審 査 

審 査 結 果 

通知 

報告 
（審査表、許可証等写） 


